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 7 月 5 日（火） 
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金融公庫の活用方法金融公庫の活用方法金融公庫の活用方法金融公庫の活用方法    
～金融機関から見た 

資金調達のポイント～ 

 

日 時：2016 年 8 月 4 日（木）    

8:00～9：00（開場７:45～） 

 
講 師：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ  

税理士 衣 川  匡 之  

 
対 象：経営者・経理担当者 
 
定 員：5 名（先着順） 
 
参加費：1 名様 3,000 円（税込）  

弊社顧問契約先 1,000 円(税込) 

※当日会場にてお渡し下さい。 

 
会 場：税理士法人ＳＢＣﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

名古屋支店 会議室 
 

お問合せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

     Tel: 052-203-1112   

（担当：稲垣・野々部） 

SBC Seminar SBC Seminar SBC Seminar SBC Seminar 

セミナー案内セミナー案内セミナー案内セミナー案内  

 

 

 

国税に関する法律に基づく

処分についての納税者の救

済制度には、処分庁に対す

る異議申立て（再調査の請

求）及び国税不服審判所長

に対する審査請求という行

政上の救済制度（不服申立

制度）と、裁判所に対して

訴訟を提起して処分の是正

を求める司法上の救済制度

があります。納税者は、上

記の行政上の不服申立てを

経た後、なお不服があると

きは、裁判所に対して「訴

訟」を提起することができ

ます。 

Ｓｃｏｐｅ 

納税者の救済制度納税者の救済制度納税者の救済制度納税者の救済制度 
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エスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックス 

27272727 年度訴訟は年度訴訟は年度訴訟は年度訴訟は 231231231231 件で件で件で件で 16161616 年度比半減年度比半減年度比半減年度比半減    

異議申立ての救済割合は異議申立ての救済割合は異議申立ての救済割合は異議申立ての救済割合は 8.48.48.48.4％！ ％！ ％！ ％！ 

 

国税庁・国税不服審判所がこのほど公表した平成 27 年度におけ

る異議申立て、不服申立て及び訴訟の概要によると、平成 28 年３

月までの１年間に裁判所に対して提起された訴訟件数は 231 件

で、前年度を６件下回り、11 年前の平成 16年度（552 件）と比較

して半分以下まで低下したことが分かった。 

税務署長などが更正・決定や差押えなどを行った際に、その処

分に不服がある納税者が税務署長などに対して処分の取消しや変

更を求める異議申立ての状況をみると、発生件数は、消費税

（41.5％増の 1155 件）を始め、ほとんどの税目が前年に比べて増

加したことから 15.8％増の 3191 件と３年連続で増加した。 

これに対して前年からの継続分を含めた処理件数 3200 件（前年

度比 16.6％増）のうち、納税者の主張が一部でも認められたのは

270 件で、処理件数全体に占める割合（救済割合）は前年度を 0.9

ポイント下回る 8.4％となった。 

また、異議決定を経た後の処分になお不服がある場合などに、

その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立て

る審査請求は、法人税等（6.4％増の 334 件）などが増加したこと

から、過去最少だった前年度を 3.3％上回る 2098 件となった。 

一方、処理件数 2311 件（前年度比 22.4％減）のうち、納税者

の主張が何らかの形で受け入れられた割合は 8.0％と、前年度か

ら横ばいで推移した。 

そして、国税不服審判所の審査請求に納得がいかず訴訟に至っ

た件数は、所得税（9.0％増の 85 件）などは増えたものの、法人

税（22.4％減の 38 件）や徴収関係（33.9％減の 39 件）が減少し

たことから、前年度を2.5％下回る 231件となり、平成 16年度（552

件）の半分以下となっている。 

前年度からの係属事案を含めた 262 件の終結状況をみると、国

側の「一部敗訴」３件、「全部敗訴」19 件の合計 22 件について納

税者の主張が何らかの形で認められ、取消（納税者勝訴）割合は

8.4％と前年の 6.8％を 1.6 ポイント上回っている。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる 

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


